










これまで（令和６年３月まで）

・100％プラスチック素材のもの
・一辺概ね３０ｃｍを超えないもの
※詳細は裏面を確認してください

プラスチック製容器包装のもの

『プラスチック資源』
全部まとめて

プラスチック製容器包装用の袋
（透明で紫字の袋）

へ入れてください

※一例です

※一例です ※一例です

収集時や処理場での事故・故障につながるため、入れないでください！

ライター・刃物など 充電池を内蔵した機器など ・選別作業時のケガ
・火災事故
・処理機械の故障

の原因となります

『プラスチック資源』の出し方

※詳細は裏面を確認して
ください

『プラ資源』には入れないでください！

令和６年４月から

追加！

ゴム・シリコンなど

プラスチック製容器包装
（透明で紫字の袋使用）

もやせるごみ（青字の袋使用）

プラマークがないもの

プラマークがあるもの



・商品、製品の包装または容器となっているもの
（ プラマークがあるものや、卵パック、食品トレイなど）

・製品そのものが１００％プラスチック素材のみでできているもの
（洗面器、食品保存容器（タッパーなど）、クリアファイルなど）

・一辺概ね３０ｃｍを超えず、厚みが５mmを超えないもの
（切断等を行い、３０ｃｍを超えないようにすれば収集できます）
※発泡スチロールは厚みの制限なく収集できます

プラスチック資源として収集できるもの

・プラスチック素材ではないもの（ゴム・シリコン製のものなど）

・一辺概ね３０ｃｍを超えるもの（衣装ケースなど）

・厚みが５mmを超えるもの（厚さ5ｍｍを超えるまな板など）

※手で曲げることができるものは、収集できます

・他の素材（金属等）が含まれたもの
（はさみ、カッターなどの鋭利な刃物やハンディファン、

リモコンなどの電池や電気を必要とするものなど)

・火災の恐れがあるもの（ライター、モバイルバッテリーなど）

プラスチック資源として収集できないもの

出し方のポイント

①一辺概ね３０ｃｍを超え、指定ごみ袋に入るものは「もやせるごみ」になります。

②一辺概ね３０ｃｍを超え、指定ごみ袋に入らないものは「粗大ごみ」になります。

③刃物や内蔵電池を取り外せないものは「有害・もやせないごみ」になります。

④汚れが落ちないものは「もやせるごみ」になります。

⑤「プラスチック製容器包装用」の袋に対象品をまとめて入れ、集積所に出してください。
※ 指定袋は引き続き「プラスチック製容器包装用」の袋をご使用できます。

⑥今までの「プラスチック製容器包装」と同じ収集日に出してください。
※ 令和6年４月からは分別区分の名称が『プラスチック資源』に変わります。

※分別早見表等はホームページ・LINEをご覧ください


















